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島原市雇用対策協定締結式の実施について 

 

 標記の件について、下記のとおり協定式を執り行いますのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 開催日時  令和５年１１月１５日（水） １４時３０分～１５時００分 

        

 ２ 開催場所  島原市役所 本庁舎３階会議室 

 

 ３ 主な出席者 長崎労働局長 小城 英樹、島原公共職業安定所長 他 

         島原市長 古川 隆三郎 、商工観光部長 他 

 

４「雇用対策協定」について 

  全国ネットワークで職業紹介・雇用保険・雇用対策を一体的に行う労働局及びハロー 

ワークと、地域の実情に応じた各種対策を行う地方公共団体が、それぞれの強みを発揮 

し、一体となって雇用対策に取り組み、地域の課題への対応、住民サービスの向上を目 

的として締結するもので、県内基礎自治体の中では、長崎市と佐世保市に次いで３番目 

の締結となります。 

  ※協定締結の目的や連携事項等については別紙「資料」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 
担当：島原市商工振興課 商工振興班（芦塚） 

電話：0957-63-1111（内線 571） 

E-mail：shoko@city.shimabara.lg.jp 

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園都市 島原 

島原守護神 しまばらん 



島原市雇用対策協定（概要）島原市 厚生労働省長崎労働局

島原市の講ずる地域経済活性化、雇用創出、福祉等の取組と、長崎労働局が講ずる職業紹介、人材育成、雇用保険、企

業への啓発その他の雇用に関する取組を効率的かつ一体的に実施することにより、島原市域経済の活性化に伴う人材の確
保・育成、若者、女性、障害者、高齢者、外国人など多様な人材が活躍できる環境整備や職業の安定を図ることを目的と
し、島原市と長崎労働局が「雇用対策協定」を締結。

連携・協力
【協定締結】

「未来へつなぐ島原らしさ 暮らし続けた
い、訪れてみたい、魅力あふれるまち」の
実現に向けた
第７次島原市市勢振興計画における雇用・
労働環境に関する施策

「多様な人材が安心して活躍できる社
会」の実現に向けた
職業紹介、雇用管理指導その他雇用・労
働環境の改善に関する施策

島原市 長崎労働局

●地域産業への人材確保・育成支援

●若者、障害者、高齢者、外国人など多様な人材への就労支援や働きやすい職場づくりの支援

●新たな雇用創出に関する支援

●ワーク・ライフ・バランスの促進、多様な働き方の支援

※毎年度「島原市雇用対策協定に基づく事業計画」を策定し、雇用対策に関する施策を効果的かつ一体的に推進

連携して取組む主な施策

●地域課題や雇用・企業情報の共有を図ることで、各種取組を効率的に実施することができる。
●運営協議会を設置し、組織的な連携体制を構築することで、これまで以上に密な連携を図ることができる。
●市長及び労働局長は各々が取り組む施策の推進に資するための必要な要請を相互に行うことができる。
●職員間による定期的な情報交換や職員研修を実施することで、職員資質の向上を図ることができる。

協定締結のメリット



島原市雇用対策協定締結式 

 

 

日 時 ： 令和 5年 11月 15日(水) 

14時 30分～15時 00分 

場 所 ： 島原市役所本庁舎３階会議室 

 

 

次 第 

 

  １ 開  会 

 

２ 概要説明 

 

３ 協定締結 

 

４ 記念撮影 

 

５ 長崎労働局長挨拶 

 

６ 市長挨拶 

 

７ 質疑応答 

 

８ 閉  会 

 


